
令和７年度 第５回 旭区行政連絡調整会議議案書 （議事要旨） 

と き：令和 7 年９月 18日（木）午前 10 時～ 

ところ：旭区役所３階会議室及びＷＥＢ 

１ 開会 

２ 区長あいさつ 

３ 各官公署・事業所事業予定及び連絡調整事項について 

（１）旭警察署 

      ・旭区の犯罪発生状況と、人身交通事故発生状況について報告。SNS 投資やロマン

ス詐欺について、８月末の被害額が約 7,100万円。一人で 3,000 万円くらい被害

にあったケースもある。自転車盗も前年度と比べ 45件増加している。 

   ・人身事故発生状況について、８月末で 110件発生しており、前年度と比べ 28 件増

加している。自転車の事故が増えている。 

   ・９月 21 日～９月 30 日は、秋の全国交通安全運動を実施する。 

   ・大阪府安全なまちづくり条例が改正され、今後ＡＴＭでの振り込み上限額が 10

万円に制限される。 

    

（２）旭消防署 

・火災概況について、８月に１件発生しており本年の累計が 12 件、昨年の累計９

件から３件増。 

・救急出場件数は、旭救急隊 5,605 件、大阪市全体では 177,114 件となっている。 

 大阪市全体ですと 3,480件減少している。 

・熱中症患者もまだまだ発生している。 

・モバイルバッテリーについて、いきなり発火する現象が見られる。落としたもの

や中古品を使用すると危険。ＰＳＥという企画に適合しているか確認が必要。 

 廃棄の際も発火の恐れがあるので注意していただきたい。 

   

（３）環境局 城北環境事業センター 

   欠席 

 

（４）建設局 中浜工営所 

    ・報告事項なし。道路、橋梁、河川等何かありましたら問い合わせいただきたい。 

 

（５）建設局 鶴見緑地公園事務所 

   欠席 



 

（６）財政局 京橋市税事務所 

   ・報告事項なし。 

 

（７）こども青少年局 保育・幼児教育センター 

   欠席 

 

（８）水道局 東部水道センター 

   欠席 

 

（９）旭図書館 

・年に１回の取り組みとして、ワンブックワンオオサカという投票結果をもとに

本を選ぶ企画を実施。12 月 27 日締め切り。本を選ぶ楽しさを親子で共有するな

ど、読書への関心を高めていただくことを目標にしている。 

 投票用紙を大阪市立の小学校にも配布している。 

 

（10）芸術創造館 

   ・７月 31日から８月３日までワークショップフェスティバルを開催した。舞台俳

優による絵本の読み聞かせは、４日間８回開催し 143 名のお子さんと保護者の

方にご参加いただいた。 

     ４日間で約 1,000名の方が、芸術創造館だけでなく複合施設全体にお越しいただ

いた。存在を知っていただく良い機会となった。 

・９月 22日に複合施設全体の電気点検のため一日休館。駐車場も使用できないの

でご注意下さい。 

・10 月１日から施設予約システムが導入される。インターネットによる仮申し込

みや空き状況の確認ができるようになる。利用者登録も 10 月１日から受付開始。 

・窓口の受付時間について、これまでは 10時から 22 時でしたが。10時から 21 時

半に変更。インターネットでの受付は 24 時間可能。 

 

（11）旭区民センター 

    ・10 月以降の事業として、アルゼンチンタンゴの世界、書道教室、エンジョイ・

ヨーガ、スポーツウエルネス吹矢を実施。引き続き様々な取り組みをしていきた

い。 

    

（12）（社福）旭区社会福祉協議会 

・社協だより第 90号を発行。ご一読いただきたい。 



・10 月 20 日に旭区内３包括支援センター合同で映画会を行う。「ペコロスの母に

会いに行く」という映画を上映。事前申込制で実施。 

・９月は、認知症月間で、９月 21日は認知症の日。旭区では、街をオレンジ色に

彩る取り組みを行っている。 

・認知症理解への取り組みとして、認知症キャラバンメイトのご協力を得て、認知

症サポーター養成講座を区内４か所で行う。 

・10月１日から赤い羽根共同募金運動が始まる。500円以上募金された方には、記

念バッチをお渡しする。 

 

（13）旭区老人福祉センター 

   ・7月に開催した盆踊り大会へのお礼 

 

（14）旭区役所 

・９月 27日開催の第 51 回旭区民まつりについて、お知らせとご協力の依頼。 

・城北公園マルシェの開催について企画中。手作りアクセサリーや子ども向けの囲

碁教室、グルメコーナーなど内容が決まりましたら改めて周知。 

 


